
残された検討項目   
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○ 他法にならい、組合の果たす機能の複雑化・高度化等に伴い、：客観的・第三者的な立場から業務執行  
の是非について意見を述べることが重要となってくることから、員外監事の選出を可能としてはどうか。  

○ また、組合員数が多数の場合、組合員の自治意識が希薄化している場合があり、こうした組合員が監  
事を務めた場合、監事による監査が適切に機能しなし＼ことも考えられ、また、その必要性は事業の種類  

によっても異なると考えられるため、組合員難が「定規模以上の組合で、購買事業や共済事業等の実質  
的な事業を行う組合など一定の組合について、員外監事の設置を義務付けることとしてはどうか。  
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「－I（参考）地域生協の組織率 l…－＝－…＝－－－－－－－－－－－…叩＝－＝＝…－－－－…－－＝－－…－－＝－－－……－－＝－－－－－－＝  

：■－－－－一一－－一一－－－－－－■  

l ：・日本生活協同組合連合会会員の地域生協の組織率は、一番高い組合でも約6割である。全国47都道府県のそれぞ  
：れ最多の組合員がいる地域生協の平均組織率は、約25％。  
；→組合員以外からの監事の選出が必ずしも困難ではないと思料される。  

： ※組織率＝組合長数／県内の世帯数  
■●■－■■－■一●■●■■t－－－一一一一‥一－－－－－－－－－－－一一一－－－－－－－－－－－－一一－一一－－－－－－－－－－－一一一一一－－－－－－一一－－－一一－－－－－－－－－一一－－－－－－－■■－■－－－■－●■■■■■－■■－  

対応案  

2   



■■   ■  
■  
■  
■  
「  
■  
■  
■  
■  
■  
■  
」  
■  
■  
■  
■  
■  
二］  

■  
■  
■  
■l   

：「  

■   
［二  

■  
t   

l■  

■  
■  

■ ■  

○ 員外監事の設置を義務付けるなど、監事機能の強化を図るのであれば、一定規模以上の組合に  
ついては常勤監事を置くことも必要となるのセはないか。  
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．＿＿＿」  （参考）他制度の状況   L…＿＿……‥‖‖  
l   ■．＿＿ ＿ ＿ ＿ ＿．．＿ ■＿ ＿ ＿ ＿ ＿．＿ ＿ ■＿．＿ ■  

：農協法  
l  

共済事業を行う農協のうち、事業年度開始時における責任準備金額が200億円以上のものについては、監事の互選をもつ  
；て常勤の監事を定めなければならない旨の規定がある。 l  

（監事の定数：2人以上）  

；中協法  

法令上、常勤監事の設置を義務付ける規定はない。  

：会社法  

；・監査役会設置会社においては、監査役の員数は3人以上とされ、監査役の互選で常勤の監査役を定めなければならない旨 l  
：の規定がある。  

：保険業法 l  

l 社においては、監査役の員数は3人以上とされ、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない   
一－■■一●－■●■■－－■■■■－－－－＿．＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿．■＿＿●＿＿＿＿＿＿．＿＿＿＿＿＿．■＿＿＿．■＿＿●－．＿＿●一＿＿＿＿＿－－＿＿＿＿●＿．－＿．－＿＿＿＿■－．－＿＿．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．．．．．．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．＿－＿＿＿＿■．＿＿．＿＿l   
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事業協向組  
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■ ：○生協の組合員は、特定の菓種等を対象とした草葉協同組牟  （中小企業等協  合  
㌧ 」  
■  
■  
t■  

■  
亡：  

■  

■  
■  
■  
t  

■  
■  
■  
■  
■  
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利用は原則として禁止されており、十定の場合を除し。、ては、‡行政庁め許可がなければ員外利用をさせる、  
ことができないとする制度）を引き続き維揺する羊ととしてはどうか  0  

○員外利用が例外的に認められる場合に？いではJ法令ム個別具刹  
■ t t さ．－■  ■ 一  －  ■■・■  ■  
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めることとしてはど、   ○行政庁の許可により、島外利用が認められる場合め島外利用の娘度を、、  
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他の協同組合法における組合員資格  

○ 農協は、正組合員たる農業者がなければ成立しないこととなっており、このため、その地区についても農村を中心とする地域とな  

ると考えられる。  

○ 生協は、自然人一般を対象としており、農協のような地域の実質的制限はない。   

消責生活協同組合  

（消費生活協同組合法）   

農業協同組合  

（農業協同組合法）  

事業協同組合  

（中小企業等協同組合法）  

（地域生協）  

○一定の地域内に住所を有する看  

であって、定款で定めるもの  

○農業者  ○組合の地区内において商業、エ  
業、鉱業、サービス業等を行う小規  
模事業者（注）で、定款で定めるもの  

【以下は准組合員（注）】  

○当該組合の地区内に住所を有する個  

人であって、当該組合の施設を利用する  
ことを相当とするもの  

○当該組合からその事業に係る物資の  

供給を継続して受けている看であって、  
当該組合の施設を利用することを相当と  

するもの  

○当該組合の地区の全部又は一部を地  

区とする組合  

○当該組合の地区内に住所を有する農  

民が主たる構成員又は出資者となって  

いる団体  

※定款の定めるところにより、生協の区  
域内に勤務地を有する者でその組合の  

施設を利用することを適当とするものを  

組合員とすることができる  

（注）小規模事業者   

原則として、（D資本金又は出資金  
が3億円（小売業又はサービス業は5  

千万円、卸売業は1億円）を、または、  
②従業員数が300人（小売業は50人、  
卸売業又はサービス業は100人）を超  

えない事業者   

（職域生協）  

○一定の職域内に勤務する看で  

あって、定款で定めるもの  

※定款の定めるところにより、附近に住  
所を有する看でその組合の施設を利用  

することを適当とする者を組合員とする  

ことができる  

（注）准組合員   

議決権、選挙権・リコール権、総  

会招集請求権等がない組合員  
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地域購買生協と農協の区域の比較  

○主として購買事業を行う地域生協（地域購買生協）の区域については、都道府県の区域をその区域とするものが  
約65％であるのに対して、農協は0．4％に過ぎない。  

＜地域購買生協＞  （組合）  

合 計   都道府県区域  複数市町村区域  市町村区域  市町村区域未満   

北海道   4   田  75．0％   1   25．0％   0   0．0％   0   0．0％   

東北   20   四  60．0％   田  40．0％   0   0．0％   0   0．0％   

関東Ⅰ   田   団   80．8％   4  15．4％   3．8％   0   0．0％   

関東Ⅱ   四  63．2％   巳  36．8％   0   0．0％   0   0，0％   

北陸   8   田  62．5％   日  25．0％   0   0．0％   1   12．5％   

東海   10   田  50．0％   5  50．0％   0   0．0％   0   0．0％   

近畿   22   田  36．4％   12  54．5％   4．5％   4．5％   

中国   14   田  5了．1％   田  35．7％   7．1％   0   0．0％   

四国   8   田  87．5％   1   12．5％   0   0．0％   0   0．0％   

九州   20   田  80．0％   4  ・20．0％   0   0．0％   0   0．0％   

全国計   151   97  64．2％   49  32．5％   2．0％   2   1．3％   

＜農協＞  （組合）  

合 計   都道府県区域  複数市町村区域  市町村区域  市町村区域未満   

北海道   132   0   0．0％   58  43．9％   58   43．9％   16   12．1％   

東北   125   0   0．0％   86  68．8％   同   21．6％   匹   9．6％   

関寛Ⅰ   87   0   0．0％   囲  60．9％   四   24．1％   四   14．9％   

関東Ⅱ   100   0   0．0％   68  68．0％   20   20．0％   12   12．0％   

北陸   四   0   0．0％   43  48．3％   23   25．8％   23   25．8％   

東海   回   0   0．0％   54  80．6％   13．4％   4   6．0％   

近畿   国   1   1．5％   41   63．1％   14   21．5％   13．8％   

中国   囲   1．6％   46  75．4％   臥2％   14．8％   

四国   48   0   0．0％   25  52．1％   6   12．5％   田  35．4％   

九州   127   1．6％   田  59．1％   団   16．5％   四   22．8％   

全国計   901   4 0．4％   549  60．9％   204  22．6％   144   16．0％   

（注）分類のうち、「関東I」は埼玉県・東京都ヰ葉県・神奈川県、「関東Ⅱ」は茨城県■栃木県・群馬県一山梨県・長野県、  
「北陸」は新潟県・富山県・石川県・福井県、「東海」は静岡県・岐阜県・愛知県・三重県。  

資料地域購買生協は日本生活協同組合連合会調べ、農協は農林水産省「平成17年農業協同組合等現在数集計」  
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地域購買生協と総合農協の取扱商品の比較  

○主として購買事業を行う地域生協（地域購買生協）と、総合農協の購買事業における取扱商品を比較すると、生協は、  
食品が約8割（79．1％）を占めている。一方、農協は、生産資材が約7割（67．9％）を占めており、食品は1割強（14．6％）  
にすぎない。  

＜総合農協＞  

（上段：意円、下段：％）  

合計  

生産資材   食品   非食品   その他   

地域購買生協   供給高   23，749   0   18，785   4，086   877  

構成比   100．0   0．0   79．1   17．2   3．7   

総合農協の  供給高   35，253   23，921   5．148   3，952   2，232  

購買事業  構成比   100．0   67．9   14．6   11．2   6．3   

（注）地域購買生協の対象は日本生活協同組合連合会会員の地域生協155組合。  

総合農協の対象は913組合。  

「生産資材」…肥料・農薬雄司料・農業機械・燃料・自動車など  

資料地域購買生協は日本生活協同組合連合会r2004年度生協の経営統計」、総合農協は農林水産省「平成16年度総合農協統計表」  

8   






